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１．農業振興計画

　⑴　農業振興地域整備計画

　　　鳥取農業振興地域整備計画について、農用地利用計画の変更等に必要な措置を講じた。
　　①　令和５年度分農用地利用計画の変更
　　　・申出による計画変更
　　　　農用地区域からの除外　　　13件　　　10,815.69㎡
　　　　農用地に編入　　　　　　　１件　　　　　1,131㎡
　　　　用途区分変更　　　　　　　２件　　　　　261.2㎡
　　②　農用地利用計画の状況（令和５年度末現在）

　⑵　農業経営基盤強化促進基本構想

　　　本市では「基本構想」を平成7年1月に策定し、以降、関連通知等に基づき見直しを行っている。

　⑶　地域指定等

　　①　農業振興地域の指定
　　　　農業振興地域面積　47,241ha　　地域指定　平成22年12月24日
　　②　野菜指定産地の指定
　　　　らっきょう（福部）秋冬ねぎ（鳥取）
　　③　特定農山村地域の指定
　　　　神戸、明治、東郷（鳥取）、国府全域、河原全域、用瀬全域、佐治全域、鹿野全域、青谷全域

農　業　振　興（農政企画課）

（単位：ha）

現況地目 田 畑 樹園地 採　草
放牧地

混牧
林地

農業用
施設用地

山林・
原野 その他 計

面　　積 4,446.0 494.0 139.8 446.0 0 9.5 0 0 5,535.3

最 近 の 変 更 の 主 な 内 容 告示年月日

・国府、鹿野、青谷の農業公社の合併に伴い、新公社を農地保有合理化法人に指定。 平成20年12月５日

・農地利用集積円滑化事業の創設に伴い、同事業を行う者に関する事項等を規定
・利用権設定を受ける者の備えるべき要件を変更　等 平成22年６月４日

・農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の 
　類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標 
　を設定

平成26年10月１日

・農業経営モデル類型の見直し、担い手への農地集積の目標数値の変更、農地利用 
　集積円滑化事業の廃止（農地中間管理事業との統合）による修正。 令和３年３月31日

・農業を担う者の確保及び育成に関する事項の修正。
・「人・農地プラン」から「地域計画」への移行に伴い、地域計画に関する事項を 
　記載。

令和５年９月29日
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２．担い手の育成・確保

　⑴　認定農業者の育成

　　①　農業経営改善計画の認定状況　

　　②　農地流動化推進事業
　　　　認定農業者の経営規模の拡大を促進するため４年11か月以上の賃借を伴う利用権の設定をした場

合に10,000円/10aを助成（平成28年度以前は8,000円/10a）

　　③　認定農業者組織支援事業
　　　　認定農業者組織が行う会議、研修会等の活動に対して助成
　　　　各地域の認定農業者組織への補助金額

　⑵　担い手・後継者等に対する支援

　　①　新規就農者支援
　・就農条件整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・農地賃借料助成事業
　　 （農業機械・施設に対する助成） 　　　　

　（単位：経営体）

年　度 前年度末の
認定農業者

新規に認定を受
けた認定農業者

当該年度に農業経
営改善計画の終期を
迎えた認定農業者

左欄の内、再認
定を受けた認定
農業者

当該年度末の
認定農業者

５ 年 度 120 5 12 8 121

４ 年 度 114 6 28 28 120

３ 年 度 117 11 35 17 114

２ 年 度 114 6（7）※ 27 18 117

元 年 度 122 5（6）※ 19 5 114

※（　）の数値は、新たに認定農業者取り消し後、認定を受けた者を含むもの

年　度 助 成 額 助成対象農地面積
５ 年 度 5,758千円 5,757.9ａ
４ 年 度 3,612千円 3,613.3ａ
３ 年 度 3,214千円 3,214.9ａ
２ 年 度 3,945千円 3,946.7ａ
元 年 度 2,592千円 2,592,7ａ

年　度 鳥　　取 備　　考
５ 年 度 159千円 ２団体に交付
４ 年 度 156千円 １団体に交付
３ 年 度  59千円 ２団体に交付
２ 年 度  18千円 〃
元 年 度 194千円 〃

年　度 助　成　額
５ 年 度 502,002円（２人）
４ 年 度 5,017,130円（３人）
３ 年 度          0円（０人）
２ 年 度 5,378,790円（６人）
元 年 度 5,623,746円（４人）

年　度 助　成　額
５ 年 度 375,057円（５人）
４ 年 度 594,061円（６人）
３ 年 度 620,228円（10人）
２ 年 度 928,605円（11人）
元 年 度 861,816円（13人）
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　・農業次世代人材投資資金　　　　　　　　　　　　　　　　　・親元就農促進支援事業

　・経営開始資金

　　②　みんなでやらいや農業支援事業（がんばる農家プラン事業）
　　　　元気で意欲のある農業者や営農集団等が行う、創意工夫を生かした取組に対し、農業者等の作成

したプラン（営農計画等）に基づいた効果的な支援を行った。
　　　　補助率：１／２

　　③　スマート農業社会実装加速化総合支援事業
　　　　農作業の負担軽減や経営の効率化を図ることを目的とした農業機械・設備や管理システム等の導

入に対して支援を行った。
　　　　補助率：１/ ２

　　④　就農定住促進対策事業
　　　　就農意欲の高い若者をとっとりふるさと就農舎に受け入れ、新規就農定住を目指すための研修に

取り組んだ。
　　　・新規就農者研修及び研修圃場等管理業務委託料　5,451千円

年　度 交　付　額
５ 年 度 2,250,000円（２人）
４ 年 度 7,114,190円（７人）
３ 年 度 11,441,016円（８人）
２ 年 度 17,966,830円（13人）
元 年 度 20,207,955円（19人）

年　度 交　付　額
５ 年 度 2,400,000円（２人）
４ 年 度 1,700,000円（３人）
３ 年 度 4,100,000円（５人）
２ 年 度 5,900,000円（６人）
元 年 度 　  3,100,000円（３人）

年　度 交　付　額

５ 年 度 3,750,000円（３人）

４ 年 度 3,000,000円（２人）

地　域 プ　ラ　ン　名 内　　容 事業費（千円） 市費補助（千円）

鳥取、国府

・地域の人々・従業員が幸せに 
　生活できるプラン
・地域の農地を守り、農業を通 
　して地域貢献するプラン
・千代西地区で水田拡大を図 
　る、がんばる農家プラン
・農地を守り、水田規模拡大、 
　自社ブランド米確立プラン

トラクター、コン
バ イ ン、 乾 燥 機、
籾摺機、フレコン
計量機、苗箱並べ
機

34,991 15,642

事業実施主体 事業活用者数 事 業 内 容 事業費（千円） 市費補助（千円）

認定農業者 ５経営体
防除・施肥用ドローン、自動
操舵トラクター、食味・収量
センサー付コンバイン

49,662 21,223
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　とっとりふるさと就農舎の研修生の受入数

　とっとりふるさと就農舎の概要（平成19年度整備）

　⑶　集落営農の組織化・法人化

　　　集落協業型の農事組合法人の設立状況

年　度 １年目 ２年目
５ 年 度 ０人 ０人
４ 年 度 １人 １人
３ 年 度 １人 ０人
２ 年 度 ０人 ０人
元 年 度 ０人 ０人

整備施設名 主な施設 事業主体
（管理運営主体）

整備費の内訳　（単位：千円）
計 国 県 市 その他

鳥取市新規
就農者技術
習得支援施
設

鉄骨造２階建432㎡
（研修室、事務室、研修生
個室、食堂、浴室、農機具
庫他）
農業機械（トラクター、田
植機、コンバイン、乾燥機
他）

鳥取市 48,690 − 23,690 1,310 23,690

年　度 名　　　　　　称 集　落　名 特定農業法人 認定農業者

30 年 度 農事組合法人　やまね 青谷町山根 × ○

29 年 度 農事組合法人　河内こわらび 河内 × ○

28 年 度 農事組合法人　ふしの 伏野 × ○

27 年 度 農事組合法人　まごころ農場ひろせ 国府町広西 × ○

23 年 度
農事組合法人　ファームなかいいち 河原町中井 × ○

農事組合法人　土居生産組合 気高町土居 × ○

20 年 度
農事組合法人　日光農産 気高町日光 × ○

農事組合法人　小別所生産組合 鹿野町小別所 × ○

19 年 度

農事組合法人　らくあい農場高路 高路 × ○

農事組合法人　ファームかみだん 上段 × ○

農事組合法人　たにひとつぎ 河原町谷一木 × ○

農事組合法人　因幡白兎 御熊、内海中、白兎 × ○

18 年 度
農事組合法人　向国安生産組合 向国安 × ○

農事組合法人　朝月農業生産組合 朝月 × ○

17 年 度 農事組合法人　北村生産組合 北村 × ○

14 年 度 農事組合法人　ラブグリーン細見 口細見 × ○

11 年 度 農事組合法人　良田生産組合 良田 × ○

昭　　和
51 年 度 農事組合法人　邑美水稲生産組合

杉崎、生山、桂木、船
木、広岡、海蔵寺、紙
子谷、香取、祢宜谷

× ×



―　　―183

農
林
水
産

　⑷　農地集積促進
　　①　人・農地プランの取り組み状況

　※「人・農地プラン」の策定は令和４年度で終了し、令和６年度からは新たに「地域計画」を策定していく。
　　②　農地中間管理事業に係る農地の利用権設定状況
　　　　出し手農家と担い手とのマッチングを図り農地集積を行った。

３．農作物の生産振興

　⑴　稲　　　作
　　　令和５年度の水稲の作付面積は、2,860haであった。作柄は、５月下旬から７月上旬にかけて断続

的な日照不足の影響で、初期分げつ等が抑制されたことから穂数は「少ない」となり、その補償作用
により、１穂当たりもみ数は「やや多い」となったものの、全もみ数が「少ない」となった。その後、
７月下旬から８月下旬にかけて台風第７号の影響等があったものの、総じて高温、多照で推移したこ
とから、登熟は「やや良」となった。

　　　品種構成は、「コシヒカリ」が約29.3％、「ひとめぼれ」が約24.2％と約５割を占めている。
　　　また、令和元年度より、鳥取県のオリジナル品種である「星空舞」の生産拡大にも取り組まれ、令

和５年度の作付面積は約496haとなり、昨年度作付面積から50ha増加した。

年　度 地　　域 中心となる経営体の数 集 落 数認定新規就農者（人） 認定農業者（人） その他（人）
４ 年 度 １ ０ ５ 12 ４
３ 年 度 ４ １ 15 24 11
２ 年 度 ２ １ ４ ４ ６
元 年 度 １ ２ ２ １ ４

年　度 筆　　数 面　積（ha） 借り手農家数
５ 年 度 1,172 184.6 244
４ 年 度 　848 153.3  88
３ 年 度 　522  97.9 128
２ 年 度 　911 139.0 171
元 年 度 　763 129.2 141

水　稲　生　産　量　の　推　移
年　次 水稲作付け面積（ha） 10a当たり収量（㎏） 収 穫 量（ｔ） 作況指数

平 成 20 3,450 516 17,800 100
　　　21 3,414 479 16,400 94
　　　22 3,510 492 17,300 96
　　　23 3,480 504 17,500 98
　　　24 3,450 529 18,300 103
　　　25 3,358 519 17,450 101
　　　26 3,202 502 16,075 98
　　　27 3,089 503 15,537 99
　　　28 3,048 511 15,575 101
　　　29 　　　　3,001 512 15,365 102
　　　30 3,151 494 15,700 95
令 和 元 3,160 512 16,200 99
　　　２ 3,148 513 15,900 100
　　　３ 3,070 507 15,600 98
　　　４ 2,998 514 15,410 100
　　　５ 2,860 483 13,800 　95

（資料：農林水産省作物統計調査）
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　　①　経営所得安定対策
　　　　稲作を基幹作物とする本市の農業にとって、米の需給均衡の確保による価格の安定を図ることは

農業経営の安定化に重要であることから、農協と協力してその対策にあたった。
　令和５年度生産調整実績表

　　②　わくわく鳥取農業体験促進事業
　　　　実施小学校：21校　　農地面積：134.02ａ
　⑵　畑　　　作

　らっきょう出荷量の推移

　二十世紀梨出荷量の推移（ゴールド、おさ、おさゴールド、早生二十世紀含む）

（単位：ha）

大 豆 麦 飼料作物 白ネギ そ ば 調整水田 自己保全管理
（３年未満） その他 生産調整

合　　計

107.2 3.7 455.8 30.5 68.4 17.2 406.1 1563.7 2,652.6

年　次 作付け面積（ha） 出 荷 量（ｔ）
平 成 20 123 1,961
　　　21 120 1,801
　　　22 119 1,637
　　　23 117 1,409
　　　24 113 1,448
　　　25 114 1,538
　　　26 118 1,579
　　　27 117 1,402
　　　28 114 1,831
　　　29 113 1,645
　　　30 115 1,401
令 和 元 114 1,631
　　　２ 112 1,700
　　　３ 112 1,403
　　　４ 114 1,161
　　　５ 113 1,527

年　次 作付け面積（ha） 出 荷 量（ｔ）
平 成 20 167.0 2,011
　　　21 123.7 1,627
　　　22 115.0 1,203
　　　23 107.0 1,444
　　　24  97.7 1,219
　　　25  93.4 1,183
　　　26  54.0 1,075
　　　27  49.8 1,119
　　　28  49.7 　964
　　　29  49.7 　895
　　　30  53.1 　751
令 和 元  37.9 　684
　　　２  35.3 　504
　　　３  33.1 　524
　　　４  34.3 　579
　　　５  31.9 　437

（資料：鳥取いなば農業協同組合資料）
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　　　果樹、野菜、林産物は多岐にわたって栽培され、特にらっきょう、二十世紀梨は全国的にも有名で、
本市の中核となる重要品目である。果樹については栽培振興を図るための新品種の導入支援や条件整
備、経営安定を図るための利子助成及び共済掛金助成を行った。

　　　野菜については、特産品の振興を図るため、作付けに関する条件整備や機器整備・パイプハウス導
入に対する支援や出荷助成を行った。

　　①　鳥取市果樹等安定生産支援事業
　　　　捨てづくりを防止して、高品質大豆の生産を図るため大豆共済掛け金を支援するとともに、平成

20年度から、果樹生産者の経営安定を図るため、果樹共済の掛金助成を実施した。
　　　　また、幅広い農産物の経営安定を図るため、平成30年度に国主導で新たに発足した農業経営収入

保険における加入者事務費負担金に対する助成を行った。
　　　　Ｒ５年度実績
　　　○大豆共済加入者数　　25人　　共済加入面積　27.34ha
　　　○果樹共済加入者数　　68人　　共済加入面積　22.09ha
　　　○収入保険加入者数　 333人
　　②　鳥取梨生産振興事業
　　　○新甘泉等新品種および県の振興品種の新改植費用および機械・施設等の導入に係る経費に対し、

支援を行った。

　　③　鳥取柿ぶどう等生産振興事業
　　　○県の振興品種の新改植費用および育成果樹棚の導入に係る経費に対し、支援を行った。

　　④　園芸産地活力増進事業
　　　　中山間地の活性化と農地の保全を図るため、地域の特徴を生かした特産品の開発等を行う農業法

人に対し、機器購入等に要する経費の支援を行った。

　　⑤　戦略的園芸品目（イチゴ「とっておき」）総合対策事業
　　　　鳥取県のオリジナル品種であるイチゴ「とっておき」の産地化を推進するため、栽培施設や育苗

施設等を整備する農家に対して支援を行った。

事業実施主体 受益戸数／受益面積 事 業 内 容 事業費（千円） 市費補助（千円）

認定農業者ほか 10戸／ 327.13a
梨の新改植、育成、果樹棚、
灌水整備、乗用モア等の機械
導入、防風ネットの更新

10,470 5,499

事業実施主体 受益戸数／受益面積 事 業 内 容 事業費（千円） 市費補助（千円）

認定農業者ほか ８戸／ 94.10a
ぶどうの新植、育成、ハウス
整備、果樹棚、灌水整備、乗
用モア等の機械導入

12,580 6,046

事業実施主体 事　業　内　容 事業費（千円） 市費補助（千円）

農業法人 新たな作物導入に係る機械導入 2,880 1,313

事業実施主体 事　業　内　容 事業費（千円） 市費補助（千円）

農業者 単収向上、品質向上に係る資材の導入 1,483 684
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　　⑥　農産物生産振興対策等総合支援事業
　　　○地域特産品振興対策事業　
　　　　生産拡大しているブロッコリー、アスパラガス、生姜の出荷に対する支援を行った。
　　　　　ブロッコリー　出荷量　7.5ｔ　　市補助金　　266,082円
　　　　　アスパラガス　出荷量 24.2ｔ　　市補助金　1,712,830円
　　　　　生姜　　　　　出荷量　4.8ｔ　　市補助金　　 21,088円
　　⑦　園芸施設等復旧対策
　　　　令和５年８月に発生した台風第７号により被害を受けた施設園芸ハウス等の復旧費用の一部を支

援した。
　　　　補助率：１／２（市：県１／３・市１／６）

　　⑧　肥料価格高騰対策事業
　　　　海外原料に依存している化学肥料の低減や堆肥等の国内資源の活用を進めるための取組を行う農

業者に対し、肥料コスト上昇分の一部を支援した。
　　　　補助率：肥料コスト上昇分の１割
　⑶　畜　　　産

　　　畜産振興については、放牧支援を行うとともに、増頭、施設整備支援を行った。
　鳥取市家畜飼養状況（Ｒ５．２．１時点）

　　①　畜産振興対策事業
　　　○肉用牛・乳用牛放牧奨励事業　
　　　　公共牧場へ放牧する際の放牧料の一部を助成した。
　　　　　補助率：市１／ 10　　頭数　114頭　　市補助金　1,665千円
　　　○肥育牛素牛安定導入対策事業　
　　　　肥育素牛の導入経費の利息を助成した。
　　　　　補助率：市１／６　　頭数　214頭　　市補助金　1,017千円
　　　○肉用牛肥育経営体質強化事業　
　　　　配合飼料購入経費の一部を助成した。
　　　　　補助率：市１／ 20　 市補助金　810千円
　　②　和牛振興計画推進事業
　　　○繁殖牛増頭加速化対策事業
　　　　　本市の和牛産業の振興を図るため、優秀な県種雄牛である「百合白清2」「白鵬85の3」 等を活

用し、優良な雌牛の保留及び導入経費の一部を支援した。
　　　　　負担割合（県１／３、市１／６、畜産農家１／３）　
　　　　　保留及び導入頭数　５頭
　　　　　市補助金　1,205千円

事業実施主体 事　業　内　容 事業費（千円） 市費補助（千円）

農業法人ほか 果樹栽培施設及び樹体の復旧 1,705 853

（戸数：戸　頭数：頭　羽数：羽）
酪　　　農 肉　用　牛 豚 養　　　鶏

戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 羽数

8 1,892 23 2,216 1 770 3 11,544
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　　③　畜産経営緊急支援事業
　　　　本市の畜産事業者の経営の維持安定を図るため、高騰する飼料費等の一部を緊急的に支援した。
　　　　　７件　市補助金：23,761千円

４．農地の有効利用

　　市民農園の設置や農作業受託の推進により耕作放棄地の発生を抑止し、農地の有効活用を進めた。
　⑴　市民農園設置事業

　　○地　　域：６地区（里仁・布勢・滝山・叶・祢宜谷・吉岡）
　　○貸出区画：247 ／ 347区画
　⑵　農業公社、第３セクターによる農地の保全

　⑶　解除条件付き利用権設定による法人の農業参入

５．農産物加工施設

　　農産物の加工技術の習得・向上による地域農業の振興と農家所得の向上を目的として設置した農産物
加工施設の管理・運営を行った。

公社等の名称 活動エリア 農地の保全等の状況

(一財)鳥取市農業公社 国府・青谷地域 延べ作業受託面積水田　　455ａ

(有)グリーンもちがせ 用瀬地域 延べ作業受託面積水田　1,580ａ

(株)さ じ 弐 拾 壱 佐治地域 延べ作業受託面積水田　2,100ａ　

※農政企画課所管の公社等

参入年度 名　　　　　称 作　　　目

５ 年 度

(農）アグリファーム・ホクシン 水稲
(株）かわとね園 らっきょう、梨
(株）桜宮 水稲
(株）FARM　ROCKRIVER 水稲、さつまいも
(株）優穂の郷 水稲

４ 年 度

(株）みんなの牧場 飼料作物
エクルビス（株） しょうが
(株）NEXT　MOTION 桃
(株）竹内クレーン工業 水稲

３ 年 度

特定非営利活動法人　太陽 野菜
Camelプランテージ（同） 野菜
山愛農園（株） 水稲
(株）まる幸橋本農園 らっきょう

２ 年 度
(株）ヨロチョー 水稲
(株）メイワファームHYBRID いちご

元 年 度
リバードフィールド（株） いちご
(有）らっきょうカンパニー らっきょう
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６．農 業 金 融

　⑴　農業制度資金貸付状況（令和５年度貸付承認状況）

施設名 所在地
施　設　の　概　要

建物面積 主な施設 加工品目

農産物加工センター 鳥取市香取544 119.25㎡ 加工室、製粉室、
管理人室

もち、こうじ、豆煮・ミ
ン チ、 豆 腐、 ジ ュ ー ス、
ジャム、ケチャップ、焼
肉のタレ、製粉、穀物膨
張、真空包装　他

神戸ふれあいセンター 鳥取市中砂見289 262.11㎡ ホール、研修室、
調理加工室

もち、こうじ、豆煮・ミ
ン チ、 み そ、 ジ ュ ー ス、
ジャム、ケチャップ、焼
肉のタレ、真空包装、パ
ン・ケーキ　他

国府町転作促進集会研
修施設七草の家

鳥取市国府町糸谷
12-1 226.68㎡ 加工室、原料庫、

貯蔵庫、研修室
みそ、こうじ、豆煮、豆腐、
油揚げ、もち、製粉、真
空包装　他

国府町成器地区農産物
加工施設

鳥取市国府町中河
原77-3 45.00㎡ 加工室 豆腐、厚揚げ、こんにゃ

く、もち　他

国府町麻生地区農産物
加工施設

鳥取市国府町麻生
373-1　（文化会館
内）

29.50㎡ 加工室 豆腐　他

国府町大茅地区農産物
加工施設

鳥取市国府町栃本
691-1 253.66㎡

加工室、冷温室、
貯 蔵 庫、 倉 庫、
配膳室、管理室、
会議室

こ う じ、 豆 煮・ ミ ン チ、
味 噌、 こ の ん に ゃ く、 
もち、かきもち　他

福部町アイデア館 鳥取市福部町海士
326-1 226.80㎡ 加工室、研修室、

保管庫、倉庫

もち、こうじ、豆煮・ミ
ンチ、赤飯、豆腐、ジュー
ス、ジャム、ケチャップ、
焼肉のタレ　他

用瀬町社農産物加工施
設

鳥取市用瀬町宮原
84-1 106.66㎡ 加工室 みそ、こうじ、豆煮、豆腐、

製粉、ポン菓子　他

佐治町農産物加工セン
ター

鳥取市佐治町加瀬
木2237-1 155.16㎡

加工室、洗濯室、
研修室、休憩保
育室

みそ、こうじ、豆腐、製
粉　他

気高町農産物加工施設 鳥取市気高町下坂
本48-4 90.00㎡ 加工室、醗酵室、

製粉室、貯蔵室
みそ、こうじ、豆腐、漬
物、ジュース、もち、製
粉　他

かちべ伝承館 鳥取市青谷町鳴滝
448 445.15㎡

加工実習室、多
目的研修室、研
修室、農村文化
伝承室、洗濯室、
水車小屋

みそ、こうじ、豆腐、ケ
チャップ、ジャム、ジュー
ス、タレ、製粉　他

東郷農産物加工施設 鳥取市西今在家
147-4 71㎡ 加工室、倉庫 みそ、おこわ、豆腐、も

ち　他

※「鳥取市農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例」に基づく施設

資金の種類 件　数 貸付承認額

青 年 等 就 農 資 金 ２件 6,080,000円

農業経営基盤強化資金 ９件 192,600,000円
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　⑵　農業金融利子補給状況（令和５年度）

７．野生鳥獣被害防止対策事業

　　イノシシ等による農林業被害を防止するため、銃器・わな等によるイノシシ・シカ・カラス等の捕獲
事業、ワイヤーメッシュ・トタン・網・電気柵等によるイノシシ侵入防止柵設置、テグス設置によるカ
ラスによる梨被害対策などの事業に取り組み、農林業の振興を図った。

　　平成20年度からは、鳥獣被害防止特別措置法に基づく「被害防止計画」を策定し、鳥獣害防止総合対
策事業の採択を受けて国庫補助事業に取り組み、被害防止と被害者の負担軽減を図るとともに、外来生
物法に基づくヌートリア、アライグマに係る被害についても「防除実施計画」を策定し、市内全域で約
500名の捕獲従事者を養成し、駆除の徹底に努めている。　

　　平成25年度には、鳥獣被害対策実施隊を設置し、緊急時の捕獲や被害調査等、市民生活の安心安全を
守る活動を行っている。また、鳥獣による農作物被害等の減少を図るには、野生鳥獣の捕獲の強化が不
可欠であることから、銃猟者の育成及び確保のため、平成２８年に射撃練習や射撃講習を行うことがで
きる射撃場の整備を行い、管理運営を行った。

　　有害捕獲した鳥獣処理の労力軽減を図り、不法投棄の防止、環境面に配慮し、令和３年度に焼却場に
代わる処理施設として、鳥取市鳥獣減容化施設を整備し、令和４年度より管理運営を行った。

　　捕獲に係る狩猟者等の労務を省力化・効率化を図るとともに、農林業者が安心して生産活動を行うこ
とができる環境を整えるため、ＩＣＴを活用したスマート檻罠や鳥獣捕獲確認システムを導入し、令和
６年度より運用開始することとした。

　令和５年度　野生鳥獣被害防止対策事業実績（補助関係）

資 金 の 種 類 利子補給額 備　　考

農業経営基盤強化資金利子補給金 38,759円 利子補給率0.32%

区　　分 総　額 カ ラ ス
一斉駆除

イノシシ
侵入防止

捕獲班員
育成支援

イノシシ
捕獲奨励

シ　　カ
捕獲奨励

ヌートリア・
アライグマ・
カラス・サル
捕獲奨励金

有害鳥獣
駆除業務

金額
（円） 84,639,997 985,000 7,128,238 466,159 26,734,000 47,963,000 1,363,600

数量 －
２回、
196人
30羽

ワイヤー
メッシュ：
 7,663m
電気柵

19,083m

免許取得助成
　0名

射撃練習
125名

県補助
捕獲頭数
1,931頭

（猟期外）
国交付金

緊急捕獲事業
2,587頭
（年間）

捕獲頭数
2,260頭

（猟期外）
　　660頭
（猟期）
国交付金

緊急捕獲事業
2,893頭
（年間）

ヌートリア
352頭

アライグマ
　8頭
カラス
296羽
サル
　1頭



―　　―190

８．湖山池汽水湖化に伴う施設等整備事業

　　湖山池の水質浄化のため、県、市がプロジェクトチームを設置、県市で構成する湖山池会議の方針に
基づき、東郷池程度の塩分濃度の汽水湖化とそれに伴う畑作営農への転換の取り組みを行った。

　○湖山池周辺農地更新事業
　　　湖山池の水質浄化のための塩分導入開始に伴い、将来的に湖山池周辺での農業・農地を維持してい

くための取り組みとして、湖山池の水を利用しない飼料作物（牧草）の導入が行われている。農地は、
地力の劣化や雑草の混入等による収穫量の減少及び品質の低下を防ぐために５年に１度の周期で更新
（除草・耕耘・施肥・播種）を行っている。前回更新（Ｈ28 ～ 29）から約５年経過し、収量がピー
クを過ぎ、徐々に低下しつつあること、雑草の混入率が高くなってきていることから、費用を助成し、
更新することで牧草収量と品質の向上を図った。

　　　また、鳥取県が湖山池浚渫土砂の吹上地として使用してきた農地（三津、福井地区）が復旧し、令
和５年度より牧草営農を開始したため、牧草地の造成に係る費用を支援した。

　 【補助実績】
　　・補助対象地区　　　　補助金額（うち県費分1/2）
　　　湖山町瀬地区　　　4,049,000円　（2,024,500円）
　　　西桂見地区　　　　1,398,000円　　（699,000円）
　　　三津地区　　　　　1,562,459円　　（781,229円） 
　　　福井地区　　　　　　915,413円　　（457,706円）
　　・補助金額　　　　　7,924,872円　（3,962,435円)
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林　　　　　業（林務水産課）

１．概　　　況

　　本市の行政区域における林野面積は、54,668haで市域の71.4％を占めている。近年は、木材価格の
低迷から林業経営離れが進み荒廃した森林が増加していることから、助成措置を講じながら民有林の振
興対策を図っている。

　①　林地面積内訳

　②　樹種別林地面積（民有林）

２．森林組合等

　　本市を中心とする森林組合の現状は、従来の単位組合から脱却し流域を単位とするより広域な森林組
合の合併を推進し、平成10年11月に協議会が設立され、平成15年に八頭森林組合と用瀬町森林組合が合
併し八頭中央森林組合が発足しており、現在管内には鳥取県東部森林組合（鳥取地域、国府地域、福部
地域、気高地域、鹿野地域、青谷地域）と八頭中央森林組合（河原地域、用瀬地域、佐治地域）の２つ
の森林組合がある。

３．民有林の振興対策

　　本市の人工林率は46.96％と県平均の54.75％より低く、小規模林家が財産保持的に造成されたもので
ある。近年は，木材単価の低迷等から林業経営離れが進み荒廃した森林が増加していることから、助成
措置を講じながら民有林の振興対策を図っている。

　⑴　造林事業

　　　鳥取県造林事業補助金の交付を受けて造林事業を実施した森林所有者、森林組合、生産森林組合等
に本市森林整備計画の計画的かつ効果的な推進を図るため、樹種転換造林（５％）、間伐（普通林：
10％、保安林：５％）及びシカ進入防護柵設置等について補助の嵩上げ措置を行っている。

　 （鳥取市造林事業施業内訳：Ｒ５実績）

 （単位：ha、％）
区　分 総土地面積 林野面積 林野率 民有林面積 人工林面積 人工林率 天然林面積 その他面積 国有林面積

計 76,531 54,668 71.4% 48,413 22,730 46.96% 23,891 1,792 6,244

令和５年度（令和４年版）鳥取県林業統計

 （単位：ha、㎥）

区　　分
針葉樹総計 ス　　ギ ヒ ノ キ マ　　ツ 広 葉 樹

面積 蓄積 面積 蓄積 面積 蓄積 面積 蓄積 面積 蓄積

標準伐期齢以上 19,799 8,748,393 11,002 5,962,813 2,728 976,315 6,038 1,796,386 22,139 2,282,349

　　〃　　未満 4,270 1,103,638 919 287,783 3,266 812,501 56 3,224 413 3,036

計 24,069 9,852,031 11,921 6,250,596 5,994 1,788,816 6,094 1,799,610 22,552 2,285,385

令和５年度（令和４年版）鳥取県林業統計

新　　植（ha） 間　　伐（ha） シカ進入防護柵（m）

造　林　事　業 100.2 187.97 15,247
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　⑵　森林整備地域活動支援推進事業

　　　森林整備地域活動支援推進事業は、森林のもっている水源涵養機能をはじめとする多面的な機能の
持続的発揮を確保するため、施業の実施に不可欠な森林経営計画作成促進、施業集約化の促進を確保
することを目的として交付金を交付する事業である。今後、適期適切な森林施業が行われ森林整備が
促進されることが期待されている。

　　　令和５年度　3,515千円（２協定　476.36ha）
　⑶　森林経営管理事業

　　　森林経営管理法に基づき、経営管理が行われていない森林について、市が森林所有者の委託を受け
て、意欲と能力のある林業経営体への再委託もしくは市が管理することにより、森林経営の効率化と
森林管理の適正化を図る事業である。

　　　令和５年度　事業費 22,679千円（森林所有者への意向調査　３地区ほか）

４．林業の担い手対策

　　林業労働者は、若者の新規参入が少なく労働者総数の減少に加えて高齢化が進行しており、将来的に
国土保全等の公益的機能の発揮が困難になるものと憂慮されている。このため新規参入者の研修に必要
な道具や装備の購入費用及び林業労働者の社会保険料掛金の事業者負担分の一部助成を行うことで、新
規参入者の育成確保を図り、ひいては健全な森林の維持育成を図る。

５．森林保護対策

　森林病害虫等防除事業

　　マツノザイセンチュウによる松枯れの被害の拡大を防止するため、被害対策の必要性の高い区域で地
上散布を実施している。また、樹幹注入については鳥取市高住地内の青島公園内の松林及び福部地域湯
山地内の生活環境保全林で実施している。

　松くい虫薬剤散布事業実績表

　松くい虫樹幹注入事業実績表

６．林 道 事 業

　　林道は効率的な林業経営や森林の適正な維持管理にとって必要不可欠であり、森林の総合利用の推
進、山村の生活環境整備、地域産業の振興に寄与している。そのため新規林道の開設、既設林道の改良、
補修、維持管理等の事業を行っている。

 （単位：ha、千円）
区　　分 面　　積 事 業 費 場　　　所

地　上　散　布 32.3 7,557 福部町湯山ほか

 （単位：本数、千円）
区　　分 本　　数 事 業 費 場　　　所

樹　幹　注　入 803 10,302 福部町湯山ほか
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　鳥取市管理林道の現況

　⑴　県営林道事業

　　　奥地の交通広域網の整備により路線密度を高め積極的な林業振興を期するとともに、就業意欲を向
上し林業基盤の安定性を図る。このことから事業主体を県とし、事業に要する費用の一部を負担して
いる。また工事に係る用地、地元住民、関係機関との連絡調整を行い、円滑な事業遂行に寄与している。

　 （令和５年度実績）

　⑵　緑資源幹線林道事業

　　　緑資源機構は、全国７圏域で森林の有する多面的機能の持続的発揮や都市と山村との共存を図るた
め、基幹となる林道を整備している。本市では、平成17年度に緑資源幹線林道若桜・江府線用瀬三朝
区間が完成し、事業に要した費用の一部を大規模林道用瀬三朝区間受益組合（鳥取市・三朝町）に補
助金として交付している。

　⑶　既設林道改良事業等

　　　改良事業として高路岩坪線の改良工事を実施している。また、これ以外の既設林道の修繕工事（鳥
取中央線ほか）、原材料支給（口木戸線ほか）などを行い、適正な管理に努めた。

７．治 山 事 業

　斜面崩壊復旧事業

　　民有林内において保全対象戸数や事業費等が国庫補助及び県事業の採択基準の対象にならない小規模
な土砂流出、山腹崩壊等で緊急性が高く放置できないものについて、簡易法枠工や落石防止工等の斜面
崩壊復旧工事を実施している。

　　令和５年度
　単県斜面崩壊復旧工事　 （長谷地区）鳥取市長谷　　　　　法面工等
　　　　　　　　　　　　 （洞谷地区）鳥取市洞谷　　　　　法面工等
　　　　　　　　　　　　 （桑原地区）鳥取市青谷町桑原　　法面工等
　　　　　　　　　　　　 （金沢地区）鳥取市金沢　　　　　測量設計

（令和６年４月１日現在）
路線数 延長（ｍ） うち舗装済延長（ｍ） 備　　　考

160 291,078 170,002

路線名 事業年度 事業総延長（ｍ） 負　担　金（千円） 備　　　　　考

桑原河内線 Ｓ58 ～ 14,450 5,572 幅員W=4.0m

篭　山　線 Ｓ 58 ～ 25,750 1,104 幅員W=4.0m

路　線　名 緑資源幹線林道若桜・江府線用瀬三朝区間
事 業 年 度 昭和59年度～平成17年度
総 延 長 Ｌ=25.7 km
幅 員 W= ５～７ｍ
令和５年度補助金 4,180,086円
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８．緑化推進対策（公益社団法人鳥取県緑化推進委員会鳥取市支部）

　⑴　緑の募金運動

　　　全国的な国土緑化運動の一環として、緑の募金運動を実施し、市民一般の緑に対する理解と認識を
高め、あわせてその成果によって緑化の推進と森林の整備等を行い、住みよい生活環境をつくる。

　　　○実施期間　　　　　春季（３月～５月）、秋季（９月～ 10月）
　　　○協力団体　　　　　　　 377団体（令和４年度：398団体）
　　　○令和５年度募金額　 3,788,885円（令和４年度：3,945,291円）
　⑵　交付金による地域緑化活動

　　　緑の募金活動により集めた募金の65％が交付金として、緑化活動を行う団体に交付され、これを原
資として、地域の緑化を推進する。

　　　○実施団体　　　　　　　　60団体（令和４年度：56団体）
　　　○交付金額　　　　　 1,362,913円（令和４年度：1,370,800円）

９．森林リクリエーション施設

　　緑豊かな自然とのふれあいの場として現在、以下の２施設を管理･運営しているが、平成18年度から
指定管理者制度を導入し、施設利用者へのより高いサービスの提供に努めている。

　⑴　鳥取市安蔵森林公園

　　　鳥取市河内にあり、面積4.6haで主な施設として、管理棟、バンガロー５棟、オートキャンプ場11
サイト、駐車場等がある。

　 【利用状況】

　⑵　鳥取市出合いの森公園

　　　鳥取市桂見にあり、敷地面積は森林・広場部分77ha（内16haが鳥取市部分）、建物部分500㎡で主
な施設として、管理棟・展示館・電気室棟・遊具（33基）・駐車場（300台）があり、森林とのふれあ
いの場を提供し、自然観察、野外活動等を通して森林に対する理解を深めるとともに、県民・市民の
保健及び休養に資することを目的としている。

　 【来園者数】

年度 利用者数
（来園者除く） 多目的室 木工工房 バンガロー オ　ー　ト

キャンプ場 使用料収入

Ｒ３ 4,960人 0人 29人 1,138人 574人 3,954,610円
Ｒ４ 4,759人 24人 19人 1,626人 697人 5,668,410円
Ｒ５ 2,124人 3人 4人 819人 384人 1,241,350円
※Ｒ５．８月の台風第７号により、林道等が被災したため休業対応中

令和３年度 令和４年度 令和５年度

年 間 人 数 100,160人 年 間 人 数 106,064人 年 間 人 数 92,744人

月平均人数 8,347人 月平均人数 8,839人 月平均人数 7,729人
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水　　産　　業（林務水産課）

１．概　　　況

　　県内18漁港６港湾のうち、本市内には６漁港１港湾を有しており、本県海水面漁業における漁獲量の
17.4％、生産額の14.4％（鳥取県漁獲情報提供システム）を占めている。

　　また、内水面漁業では、県内の河川・湖沼における５漁業協同組合のうち２漁業協同組合があり、本
市の水産業の一端を担っている。

２．水　揚　高

　⑴　海水面漁業

　　①　沖合、沿岸別漁獲量の推移（鳥取市　属人）

　　②　魚種別漁獲量の推移（鳥取市　属人）

　　③　漁業者数の推移

　⑵　内水面漁業

区　分
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（ｔ） 構成比 （ｔ） 構成比 （ｔ） 構成比 （ｔ） 構成比
沿 岸 漁 業 　619 29.1% 　482 26.9% 　522 26.5% 　562 33.1%
沖 合 漁 業 1,508 70.9% 1,311 73.1% 1,446 73.5% 1,136 66.9%
総 数 2,127 100% 1,793 100% 1,968 100% 1,698 100%

（資料： 鳥取県漁獲情報提供システム）

区　　分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

漁業者数（人） 205 203 203 191

（資料：漁協調べ）

区　　分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

湖　沼（ｔ） 104 218 205 195

河　川（ｔ） − − − −

総　数（ｔ） 104 218 205 195

（資料：漁協調べ）

区　分
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

備　　　考
（ｔ） 構成比 （ｔ） 構成比 （ｔ） 構成比 （ｔ） 構成比

魚 類 1,750 82.2% 1,669 84.8% 1,491 83.2% 1,391 81.9% かれい類、はたはた、
その他の魚類

水産動物 285 13.4% 207 10.5% 206 11.5% 199 11.8% ずわいがに類、いか
類

貝 類 86 4.1% 86 4.4% 90 5.0% 102 6.0% さざえ類、いわがき
類、その他の貝類

藻 類 7 0.3% 6 0.3% 6 0.3% 6 0.3% わかめ類、その他の
海藻類

総 数 2,128 100% 1,968 100% 1,793 100% 1,698 100%

（資料： 鳥取県漁獲情報提供システム）
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３．漁業振興対策

　⑴　水産物の増殖事業

　　　つくり育てる漁業促進のため、アワビ、サザエなどの稚貝やキジハタの稚苗放流に加え、鳥取県が
行うウニ駆除委託事業への支援などを実施し、漁場の再生と新たな漁場の整備を行った。

　　　また、湖山池ではシジミ漁場の整備、千代川では、鮎の稚魚（3.73ｔ）を放流し、内水面漁業の振
興を図った。

　　〇令和５年度実施事業

　⑵　漁港の整備促進

　　　市内には６つの漁港があり、各漁港とも航路や泊地への砂の堆積や波浪による漁業への影響を解消
するため漁港施設の整備を実施しており、平成22年度に漁港整備を完了している。今後は機能保全計
画を順次策定し漁港施設の長寿命化を図る。

　　　また、港内に堆積する砂の浚渫・漁港施設の修繕・漂着物の処理などを実施し、漁船の安全航行を
実現するなど適正な漁港管理を行った。

　　〇令和５年度実施事業

　⑶　漁業の担い手育成対策

　　　漁業の就業者数は年々減少しており、高齢化や後継者不足が喫緊の課題となっている。漁業への新
規就業希望者へ漁労技術や経営手法習得のための研修や漁業着業時の漁船等購入経費への支援など、
新規漁業就業者の確保に努めている。

事　　業　　名 事　 業　 内　 容 事 業 費（単位：円）

栽培漁業推進支援事業 漁場再生　アワビ23,200個、サザエ54,000個、
　　　　　キジハタ10,714尾、 1,121,323

事　　業　　名 事　 業　 内　 容 事 業 費（単位：円）

機 能 保 全 事 業

（繰越）
　酒津・船磯・夏泊漁港機能保全工事　　一式
　酒津漁港機能増進工事　　　　　　　　一式

25,783,444

　船磯・夏泊漁港機能保全工事　　　　　一式
　酒津漁港機能保全計画見直し業務　　　一式 54,742,193

漁港浚渫・維持管理

航路・泊地浚渫
　岩戸漁港　　V=    517㎥（  3,655,300円）
　酒津漁港　　V= 1,308㎥（  5,458,200円）
　船磯漁港　　V= 2,578㎥（  9,759,200円）
　長和瀬漁港　V= 2,683㎥（ 11,539,000円）
漁港施設修繕等（６漁港）　1.0式　　

50,856,472

漁港海岸漂着物処理 市管理の漁港海岸に漂着したゴミの処理　１式 4,869,549

事　　業　　名 事　　　業　　　内　　　容

漁 業 研 修 事 業
漁業就労希望者を雇用し漁労技術の習得や、専業経営を目指す未経験者の就
業に必要な技術指導などに要する経費を支援する。
　研修生７名　　事業費  9,972,413円

漁業経営開始円滑化事業 漁業新規着業時に必要な漁船等購入経費を支援する。
　漁船１隻、機器・漁具等３名　計４名　　事業費 31,093,904円
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事　　業　　名 事　　　業　　　内　　　容

水産物魅力発信応援事業 「鳥取の特産品　白いか」を情報発信。
　来場者約 4,500名　　事業費 600,000円

鳥取かにフェスタ開催事業 「松葉がにの産地　鳥取市」を情報発信。
　来場者約 20,000名　　事業費 600,000円

省 エ ネ 漁 業 推 進 事 業 経営改善に取り組む漁業者へのエンジン換装等支援。
　漁業者１名　　事業費 833,333円

　⑷　各種振興事業の推進

　　　漁業振興のための各種事業により鳥取市の水産業や漁業の魅力を宣伝し、消費者の魚への関心を高
め、地元水産業の振興を図った。併せて、漁業者の経営能力向上、経営健全化への支援を行い、中核
的沿岸漁業者育成に努めた。

　　〇令和５年度実施事業

農業農村整備事業（農村整備課）

１．県　営　事　業

　⑴　湖山砂丘地区特定農業用水管水路等特別対策事業

　　　湖山砂丘のかんがい施設のうち、用水を配水する幹線配水管路及び支線配水管路は、主に石綿管が
使用され、近年の老朽化により、漏水対応における補修時及び更新の際などで石綿粉じんが飛散する
危険性がある。老朽化した管水路を全体的に変更・更新することで、石綿に起因する健康被害等への
影響を未然に防止し、また、安定的な用水確保を実現する。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　平成27年度～令和６年度
　　　　②　県事業費　　1, 420, 000千円
　　　　③　事業主体　　鳥取県　
　　　　④　負担区分　　国55％　県34％　市９％　地元２％ 
　　　　⑤　事業内容　　石綿管更新　22, 909ｍ 
　　　　⑥　令和５年度実績　・県事業費　199,023千円　・市負担金　17,912千円
　⑵　宮ノ下・大杙地区農業用河川工作物応急対策事業

　　　国府町宮ノ下地区と大杙地区の袋川に設置された２箇所の頭首工が、使用されないまま老朽化し、
地震又は洪水などの災害時に、これらが原因で堤防が決壊し、住宅地へ被害が及ぶことが想定される。
こういった被害を未然に防止するため、これらの頭首工を撤去することが緊喫の課題となっている。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　平成30年度～令和７年度
　　　　②　県事業費　　482,000千円
　　　　③　事業主体　　鳥取県
　　　　④　負担区分　　国55％　県37％　市８％ 
　　　　⑤　事業内容　　農業用用水堰撤去　２箇所
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　⑶　青谷町山根地区農業競争力強化基盤整備事業

　　　青谷町山根地区は、農家の高齢化・後継者不足が深刻であり、農地の耕作者が減少してきている。
また、このままでは農地の耕作放棄地化の進行が懸念されることから、地域で集落営農を立ち上げ集
団的な農業に取り組むことを検討している。しかしながら、地区の農地は狭小・不整形であり、大規
模機械等による効率的な営農が難しい状態である。そのため、ほ場整備を行うことで農業基盤を整備
し、組織的営農を促進する。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　平成30年度～令和６年度
　　　　②　県事業費　　321,000千円
　　　　③　事業主体　　鳥取県
　　　　④　負担区分　　国55％　県30％　市10％　地元５％ 
　　　　⑤　事業内容　　ほ場整備　11.5ha 
　　　　⑥　令和５年度実績　・県事業費　43,663千円　・市負担金　4,367千円 
　⑷　広岡地区地域ため池総合整備事業（広岡溜池）

　　　広岡溜池は、周辺農地の主要な取水源となるため池であるが、堤体の崩壊による災害が危惧される
ため、堤体の改修を行うことで決壊を防止し、安定的にかんがい用水を確保する。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和２年度～令和６年度
　　　　②　県事業費　　276,000千円
　　　　③　事業主体　　鳥取県
　　　　④　負担区分　　国55％　県34％　市11％
　　　　⑤　事業内容　　ため池改修１ヶ所
　　　　⑥　令和５年度実績　・県事業費　119,722千円　・市負担金　13,170千円
　⑸　七谷地区地域ため池総合整備事業（七谷池）

　　　七谷池は、周辺農地の主要な取水源となるため池であるが、堤体の崩壊による災害が危惧されてい
るため、堤体の改修を行うことで決壊を防止し、安定的にかんがい用水を確保する。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和２年度～令和６年度
　　　　②　県事業費　　403,400千円
　　　　③　事業主体　　鳥取県
　　　　④　負担区分　　国55％　県34％　市11％
　　　　⑤　事業内容　　ため池改修１ヶ所
　　　　⑥　令和５年度実績　・県事業費　215,826千円　・市負担金　23,741千円
　⑹　大井手・古海地区特定農業用管水路等特別対策事業

　　　大井手・古海のかんがい施設のうち、用水を配水する幹線配水管路及び支線配水管路は、主に石綿
管が使用され、近年の老朽化により、漏水対応における補修時及び更新の際などで石綿粉じんが飛散
する危険性がある。老朽化した管水路を全体的に変更・更新することで、石綿に起因する健康被害等
への影響を未然に防止し、また、安定的な用水確保を実現する。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和２年度～令和５年度
　　　　②　県事業費　　236,000千円
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　　　　③　事業主体　　鳥取県
　　　　④　負担区分　　国55％　県34％　市９％　地元２％
　　　　⑤　事業内容　　石綿管更新　300ｍ
　　　　⑥　令和５年度実績　・県事業費　1,224千円　・市負担金　111千円
　⑺　福部砂丘地区基幹水利施設ストックマネジメント事業

　　　福部地域は土性が砂土で地下水が低く、いつも乾燥状態であるにもかかわらず、畑地かんがい施設
がないため干害により畑作経営は安定せず、また品質の向上及び増収は望めない。畑地かんがい施設
を整備することによって近代的砂丘農業への転換を図る。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和３年度～令和６年度
　　　　②　県事業費　　221,000千円
　　　　③　事業主体　　鳥取県
　　　　④　負担区分　　国50％　県29％　市14％　地元７％ 
　　　　⑤　事業内容　　揚水施設改修
　　　　⑥　令和５年度実績　・県事業費　5,282千円　・市負担金　740千円
　⑻　古海第２地区基幹水利施設ストックマネジメント事業

　　　地区内の農業用用水施設（揚水機場、吸水槽及び送水管）は、いつ壊れてもおかしくない状況で、
故障が発生した場合は、広大な受益地への用水の供給ができなくなる。施設の改修を行うことで安定
的な農業用水の供給を図る。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和３年度～令和６年度
　　　　②　県事業費　　236,000千円
　　　　③　事業主体　　鳥取県
　　　　④　負担区分　　国50％　県29％　市14％　地元７％ 
　　　　⑤　事業内容　　揚水施設改修
　　　　⑥　令和５年度実績　・県事業費　143,027千円　・市負担金　20,024千円
　⑼　瀬戸谷地区地域ため池総合整備事業（瀬戸谷池）

　　　瀬戸谷池は、周辺農地の主要な取水源となるため池であるが、堤体の崩壊による災害が危惧される
ため、堤体の改修を行うことで決壊を防止し、安定的にかんがい用水を確保する。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和４年度～令和７年度
　　　　②　県事業費　　114,000千円
　　　　③　事業主体　　鳥取県　
　　　　④　負担区分　　国55％　県34％　市11％
　　　　⑤　事業内容　　ため池改修１ヶ所
　　　　⑥　令和５年度実績　・県事業費　19,059千円　・市負担金　2,097千円

２．団体営事業（国庫補助事業）

　⑴　多面的機能支払交付金

　　　地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理は、国土の保全、水源の涵養、自然環
境の保全、良好な景観の形成等の農業が有する多面的機能の適切かつ充分な発揮につながるものであ
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る。農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるように支援するとともに、担
い手農家への農地集積という構造改革を後押しするものである。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　平成26年度～
　　　　②　事 業 費　　193,780千円　 （138組織）　 2,901ha
　　　　　　　　　　　　※全体事業費　令和５年度実績値
　　　　③　負担区分　　国50％　県25％　市25％
　⑵　中山間地域等直接支払交付金

　　　条件不利地の中山間地域で農業生産活動を行う農業者等に対し直接支払を実施することで、農業生
産活動を継続しながら耕作放棄地の発生を防止し、農地の持つ多面的機能を確保する。令和２年度か
ら第５期対策が開始。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和２年度～令和６年度（第５期）
　　　　②　事 業 費　　105,365千円　 （117協定） 　795ha
　　　　　　　　　　　　※全体事業費　令和５年度実績値
　　　　③　負担区分　　三法地域　国50％　県25％　市25％
　　　　　　　　　　　　特認地域　国33％　県33％　市34％
　⑶　環境保全型農業直接支払交付金

　　　堆肥の施用や化学肥料の低減、有機農業等の環境保全に効果の高い営農活動を通じて、地球温暖化
防止や生物多様性保全など環境に配慮した営農促進を図る。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　平成27年度～
　　　　②　事 業 費　　5,560千円　 （11組織） 　71ha
　　　　　　　　　　　　※全体事業費　令和５年度実績値
　　　　③　負担区分　　国50％　県25％　市25％
　⑷　ため池ハザードマップ作成事業

　　　災害基本法を基にした防災・減災の観点から、地域に存在するため池による災害を想定し、災害発
生時に迅速・的確な避難や対応が行われるよう、ため池ハザードマップを作成する。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和５年度
　　　　②　事 業 費　　1,320千円　 （２ヶ所）
　　　　③　負担区分　　国100％
　⑸　危険ため池廃止事業

　　　国が新たに防災重点ため池の基準を定めたことにより、ハード・ソフト両面からの災害に強い地域
づくりを推進する必要があるため、使用されていない危険ため池を廃止し、地域の防災・減災対策を
図る。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和元年度～
　　　　②　事 業 費　　2,768千円　 （令和５年度実績）
　　　　③　負担区分　　国100％
　　　　④　事業内容　　ため池廃止　 （15池）
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　⑹　農業水利施設保全高度化事業

　　　長寿命化対策に資する農業用用排水施設等の整備を行うことで、効率的な農業運営・管理を実現す
る。

　　　事業の概要
　　　　①　事業年度　　令和５年度
　　　　②　事業地区　　大口堰
　　　　③　事 業 費　　4,114千円
　　　　④　負担区分　　国50％　県15％　市15％　地元20％ 

３．単　市　事　業

　⑴　農道舗装補修等事業

　　　農道を整備することにより、安全な通作交通を維持し、農作物の荷痛みを防止することで、生産性
の向上を図る。また、用水路等を整備することにより、用水量の確保及び排水の能力を高め、農産物
の生産性の向上を図る。

　⑵　小規模土地改良事業

　　　土地改良施設の整備にあたり、地元に原材料を支給し、地元の労力の提供により、施設の維持管理
及び生産性の向上を図る。

　⑶　みんなで取り組む農山村保全活動支援事業

　　　中山間地域の農村の高齢化・担い手不足による農業基盤維持管理への労力減少を補完するため、平
成27年度から都市部の地域集落や市内企業との協働による維持活動及び農村の活性化や特産品の開発
に向けた取り組みについて補助を行う。

　　　事業内容（令和５年度） 
　　　　共生の里推進加速化事業　２協定




